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地
域
の
国
際
化
推
進
や
、
市
内
に
暮
ら
す
外
国
人
の
生
活
支
援
な
ど
、
共
生

の
地
域
づ
く
り
を
目
指
し
て
、
昨
年
の
３
月
24
日
に
「
新
居
浜
市
国
際
交
流
協

会
」
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
外
国
の
人
た
ち
の
生
活
サ
ポ
ー
ト
に
関
心
が
あ
る
」「
他
の
国
の
文
化
な
ど

に
つ
い
て
学
び
た
い
」「
経
験
や
語
学
力
を
生
か
し
て
み
た
い
」
な
ど
、
協
会
の

活
動
に
興
味
が
あ
る
人
は
ぜ
ひ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
会
報
や
Ｈ
Ｐ
、Facebook

な
ど
で
も
情
報
発
信
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　　語学講座

ー
共
生
の
地
域
づ
く
り
を
目
指
し
て
ー

国
際
交
流
協
会
の
事
業
を
紹
介
し
ま
す

新
居
浜
市
国
際
交
流
協
会　

☎
65
‐
１
５
７
９　
　

65
‐
３
１
５
７

令
和
２
年
度 

市
政
モ
ニ
タ
ー
募
集

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見

を
広
く
集
め
て
、
市
政
運
営
に
反
映

さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
新
居

浜
市
市
政
モ
ニ
タ
ー
（
愛
称
：
に
い

モ
ニ
）
を
募
集
し
ま
す
。

　

メ
ー
ル
ま
た
は
郵
送
で
届
く
市
政

ア
ン
ケ
ー
ト
に
回
答
い
た
だ
く
こ
と

で
、
仕
事
や
育
児
で
忙
し
い
人
も
自

宅
で
簡
単
に
参
加
で
き
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
に
い
モ
ニ
に
参
加
し
て
、

新
居
浜
市
の
よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▼
定
員　

100
人
程
度
（
応
募
者
多
数

の
場
合
、
年
代
・
性
別
・
地
域
の
バ

ラ
ン
ス
や
モ
ニ
タ
ー
経
験
の
有
無
を

考
慮
し
選
考
）

▼
資
格　

市
内
在
住
の
国
・
地
方
公

共
団
体
の
職
員
お
よ
び
議
会
の
議
員

を
除
く
18
歳
以
上
（
４
月
１
日
現

在
）
の
人
。
１
世
帯
１
人
ま
で
。

▼
任
期　

委
嘱
日
か
ら
令
和
３
年
３

月
31
日
㈬
ま
で

▼
任
務　

年
３
回
（
１
回
に
１
～
３

テ
ー
マ
）
程
度
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
回

答
、
市
か
ら
案
内
す
る
市
政
学
習
会

秘
書
広
報
課　

☎
65
‐
1
２
３
１　
　

65
‐
１
2
１
７

に
参
加
（
希
望
者
の
み
）
な
ど

▼
謝
礼　

に
い
モ
ニ
と
し
て
ア
ン

ケ
ー
ト
な
ど
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た

人
に
は
、
年
度
末
に
記
念
品
（
１
千
円

程
度
相
当
）
を
贈
呈
し
ま
す
。

▼
募
集
期
間

２
月
28
日
㈮
～
６
月
１
日
㈪（
必
着
）

▼
応
募
方
法

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
募
集
案
内
を

確
認
の
上
、
申
込
フ
ォ
ー
ム
に
必
要

事
項
を
入
力
し
て
送
信
、ま
た
は
「
市

政
モ
ニ
タ
ー
申
込
書
」
を
郵
送
ま
た

は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
秘
書
広
報
課
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

【募集案内】
http://www.city.niihama.lg.jp/
soshiki/hisyokouhou/monitor-
bosyuu.html

検索新居浜市 市政モニター

応募 お待ちして
まちゅり☆

⇦

東温市在住のアクバル サムスン ネ
ハル さん（愛称 : ヒラさん）を迎え、
国際理解セミナーを開催。

新居浜市国際交流員のヌル ファラナ
ス アブ マンスル さん（愛称 : ファラ
さん）を迎え、来日記念講演会を開催。

言語と文化の講座を開講

新居浜南高等学校で「新居浜市の国際化
～共生のまちづくりを目指して～」をテー
マに講座を開催。

10/12 11/30

第 1 回 楽しく学べる国際理解セミナー 国際交流員来日記念講演会

出前講座

ベトナム語 中国語 韓国語

▶次年度も今年度の事業を継続するとともに、新たな事業に取り組んでいきます。  niihamashikokusai@gmail.com

10/30
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市民課窓口特別時間延長

３月 30 日㊊、４月１日㊌～３日㊎       
                 … 17:15 ～ 19:00
３月 31 日㊋ … 17:15 ～ 18:00

市民課窓口臨時開庁
  ４月５日㊐    …  ８:30 ～ 17:15

主な取り扱い業務

◦住民異動届の受付
　（転出・転入・転居）
◦住民票の写しの交付
◦印鑑登録
◦印鑑登録証明書の交付
◦戸籍関係証明書の交付
◦税関係諸証明書※ 1 の交付
◦マイナンバーカードの交付
◦ マ イ ナ ン バ ー カ ー ド・ 通 知

カードの券面変更※ 2、再交付
※ 1 税関係諸証明書については、
     一部取り扱えない場合があります。
※ 2 券面変更とは、各カードに記載

されている氏名、住所などを変
更することです。

市
民
課　

☎
65
‐
１
２
３
２　
　

65
‐
１
２
３
５

　

３
月
末
か
ら
４
月
初
め
に
か
け
て
、

引
っ
越
し
に
伴
う
住
所
変
更
の
届
け
や

住
民
票
の
写
し
の
請
求
な
ど
で
、
市

民
課
窓
口
は
大
変
混
雑
し
ま
す
。

　

こ
の
混
雑
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
次

の
通
り
、
市
民
課
窓
口
の
特
別
時
間

延
長
と
臨
時
開
庁
を
実
施
し
ま
す（
各

支
所
は
実
施
し
ま
せ
ん
）。

　

な
お
、
転
出
届
は
転
出
予
定
日
の

14
日
前
か
ら
、
転
入
届
は
実
際
に
転

入
し
て
き
た
日
か
ら
14
日
以
内
で
あ

れ
ば
、
実
際
の
異
動
日
（
転
居
日
）

以
外
の
日
で
も
手
続
き
可
能
で
す
。

　

ま
た
、
平
日
８
時
30
分
か
ら
17
時

15
分
ま
で
は
、
各
支
所
で
も
各
種
届

出
の
受
け
付
け
や
証
明
書
の
交
付
業

務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◦ 

火
～
金
曜
日
の
午
前
10
時
ま
で
で

あ
れ
ば
、
比
較
的
混
雑
を
避
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
（
月
曜
日
や
大

安
は
混
雑
し
ま
す
）。

◦ 

他
市
町
村
へ
の
照
会
が
必
要
な
も

の
、
署
名
用
電
子
証
明
書
の
発
行

な
ど
、
内
容
に
よ
っ
て
は
当
日
の

取
り
扱
い
が
で
き
な
い
こ
と
や
、

内
容
の
訂
正
が
生
じ
た
場
合
、
後

日
来
庁
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

◦ 
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
通
知
カ
ー
ド

の
氏
名
、
住
所
な
ど
を
変
更
す
る

場
合
は
、
終
了
時
間
の
30
分
前
ま

で
に
受
け
付
け
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ

い
。

市
民
課
窓
口
の

特
別
時
間
延
長
・
臨
時
開
庁
を
実
施
し
ま
す

▼
市
民
課
窓
口
特
別
時
間
延
長
お
よ

び
臨
時
開
庁
時
間
中
は
、
次
の
課
で

住
民
異
動
に
伴
う
手
続
き
を
行
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。

地
域
福
祉
課
（
☎
65
‐
１
２
３
７
）

◦ 

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、

精
神
保
健
福
祉
手
帳
の
住
所
な
ど

の
変
更
受
付

◦ 

重
度
心
身
障
が
い
者
医
療
費
受
給

者
証
の
交
付
お
よ
び
変
更

介
護
福
祉
課
（
☎
65
‐
１
２
４
１
）

◦
介
護
保
険
資
格
喪
失
届
の
受
付

◦ 

介
護
保
険
受
給
資
格
証
明
書
の
交
付

◦ 

介
護
保
険
受
給
資
格
証
明
書
の
受

理
、そ
れ
に
伴
う
要
介
護（
要
支
援
）

認
定
申
請

◦
介
護
保
険
証
の
住
所
変
更

子
育
て
支
援
課
（
☎
65
‐
１
２
４
２
）

◦ 

児
童
手
当
、
児
童
扶
養
手
当
、
特

別
児
童
扶
養
手
当
の
受
付

◦ 

子
ど
も
医
療
費
、
ひ
と
り
親
家
庭

医
療
費
助
成
の
受
付

国
保
課
（
☎
65
‐
１
２
３
０
）

◦ 

国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
の
資
格
取
得
お
よ
び
喪
失

な
ど
の
届
出
（
た
だ
し
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
に
つ
い
て
は
、
臨
時

開
庁
時
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
）

学
校
教
育
課
（
☎
65
‐
１
３
０
１
）

◦ 

就
学
通
知
書
の
交
付
（
新
小
・
中

学
１
年
生
）

◦ 

指
定
校
以
外
の
学
校
へ
の
就
学
手
続
き

　

令
和
２
年
度
の
軽
自
動
車
税
（
種

別
割
※
）
は
、
４
月
１
日
現
在
で
登

録
さ
れ
て
い
る
所
有
者
ま
た
は
使
用
者

に
課
税
し
ま
す
。

　

廃
車
な
ど
の
手
続
き
が
４
月
２
日

以
降
に
な
っ
た
場
合
、
そ
の
年
度
の

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
全
額
納

め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
［
自
動
車
税

（
種
別
割
）
に
あ
る
月
割
課
税
・
還

付
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
］。

　

廃
車
な
ど
の
手
続
き
を
行
う
場
合

は
、
３
月
中
に
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

【手続き・問い合わせ】
◉原動機付自転車（125㏄以下）、小型特殊自動車など
　市民税課　☎ 65-1224
　※必要なもの
　印鑑（浸透式不可）、ナンバープレート、
　標識交付証明書（平成５年４月１日以降発行）など
◉軽二輪、小型二輪自動車（125㏄超）など
　愛媛運輸支局　☎ 050 - 5540 - 2076
◉軽自動車（軽三輪、軽四貨物、軽四乗用など）
　軽自動車検査協会愛媛事務所
　☎ 050-3816-3124

軽
自
動
車
・
二
輪
・
原
付
の

廃
車
手
続
き
は
３
月
中
に
！

市
民
税
課　

☎
65
‐
１
２
２
４

　
　
　
　
　
　

65
‐
１
２
５
５

※種別割：令和元年度税制改正により、昨年の 10 月から、軽自動車税に「環境性能割」が創設され、
　従来の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わりました。
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往復はがきの記入方法

令
和
２
年
度 

新
居
浜
市
立
児
童
館
登
録
ク
ラ
ブ
員
募
集

問
い
合
わ
せ
は
、
各
施
設
へ

　

市
立
児
童
館
の
令
和
２
年
度
登
録

ク
ラ
ブ
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
対
象　

市
内
に
在
住
す
る
児
童

▼
募
集
期
間　

３
月
１
日
㈰
～
22
日
㈰

▼
申
込
方
法　

①
か
②
の
方
法
で
申

し
込
み
（
１
人
１
ク
ラ
ブ
、
他
の
館

と
の
重
複
は
で
き
ま
せ
ん
）

①
往
復
は
が
き
に
、「
郵
便
番
号
・

住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
生
年

月
日
・
性
別
・
保
護
者
氏
名
・
電
話

番
号
・
希
望
ク
ラ
ブ
」
を
記
入
し
、

郵
送

②
官
製
は
が
き
（
表
・
裏
と
も
無
記

入
）
を
持
参
し
、
直
接
希
望
す
る
児

童
館
へ
申
し
込
み
（
休
館
日
㊊
・
㊗
、

受
付
時
間
：
９
時
～
17
時
）

※
結
果
に
つ
い
て
は
、
４
月
中
旬
ま

　

で
に
返
信
し
ま
す
。

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な

　

り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※ここには
　記入しないで
　ください。

中央児童センター（〒 792-0023  繁本町 8-10  　☎・　 34-8600）
クラブ名 対　象　者 実　施　日 定  員

  ぱんだ A ２歳児親子
（平成 29 年 4 月 2 日〜

 　 平成 30 年 4 月 1 日生）

毎週水曜日
10：00 〜 11：00 20 組

  ぱんだ B 毎週木曜日
10：00 〜 11：00 20 組

  くま A ４歳児（平成 27 年 4 月 2 日〜
　　　　　平成28年4月1日生）

毎週火曜日
15：00 〜 16：00 20 人

  くま B ５歳児（平成 26 年 4 月 2 日〜
　　　　　平成27年4月1日生）

毎週木曜日
15：00 〜 16：00 20 人

  マンモス 小学校 1 〜 3 年生 毎週水曜日
15：50 〜 16：50 20 人

  ジュニアリーダー 小学校 4 〜 6 年生 月２回程度　土か日曜日館行事
  9：30 〜 11：00 20 人

川東児童センター（〒 792-0871  八幡 2-10-22  　☎・       32-8966）
クラブ名 対　象　者 実　施　日 定  員

  ひよこ A
２歳児親子

（平成 29 年 4 月 2 日〜
  平成 30 年 4 月 1 日生）

毎週水曜日
10：00 〜 11：00 20 組

  ひよこ B ３歳児親子（平成 28 年 4 月 2 日
　　　　〜平成29年4月1日生）

毎週木曜日
10：00 〜 11：00 20 組

  あひる A ４歳児（平成 27 年 4 月 2 日〜
　　　　　平成28年4月1日生）

毎週火曜日
15：30 〜 16：30 20 人

  あひる B 5 歳児（平成 26 年 4 月 2 日〜
　　　　　平成27年4月1日生）

毎週木曜日
15：30 〜 16：30 20 人

  ぺんぎん 小学校 1 〜 3 年生 毎週水曜日
15：50 〜 16：50 20 人

  ジュニアリーダー 小学校 4 〜 6 年生 月２回程度　土か日曜日館行事
  10：00 〜 11：30 20 人

上部児童センター（〒 792-0045 中萩町 10-13  　☎・      43-3612）
クラブ名 対　象　者 実　施　日 定  員

  ラッコ A ２歳児親子
（平成 29 年 4 月 2 日〜
  平成 30 年 4 月 1 日生）

毎週水曜日
10：00 〜 11：00 20 組

  ラッコ B 毎週木曜日
10：00 〜 11：00 20 組

  イルカ A ４歳児（平成 27 年 4 月 2 日〜
　　　　　平成28年4月1日生）

毎週火曜日
15：30 〜 16：30 20 人

  イルカ B ５歳児（平成 26 年 4 月 2 日〜
　　　　　平成27年4月1日生）

毎週水曜日
15：30 〜 16：30 20 人

  クジラ 小学校１〜３年生 毎週木曜日
15：45 〜 16：45 20 人

  ジュニアリーダー 小学校 4 〜 6 年生 月２回程度　土曜日館行事
 9：30 〜 11：00 20 人

瀬戸児童館（〒 792-0821 瀬戸町 7-32  　☎・       41-1983）
クラブ名 対　象　者 実　施　日 定  員

  どんぐり
２歳児親子

（平成 29 年 4 月 2 日〜
  平成 30 年 4 月 1 日生）

毎週木曜日
10：00 〜 11：00 20 組

  つくし A ４歳児（平成 27 年 4 月 2 日〜
　　　　　平成28年4月1日生）

毎週火曜日
15：30 〜 16：30 20 人

  つくし B ５歳児（平成 26 年 4 月 2 日〜
　　　　　平成27年4月1日生）

毎週木曜日
15：30 〜 16：30 20 人

  たけのこ 小学校１〜３年生 毎週水曜日
15：40 〜 16：40 20 人

  ジュニアリーダー 小学校 4 〜 6 年生 月２回程度　土曜日館行事
  10：00 〜 11：30 20 人

【対象者ごとの主な活動内容】
〇２歳児親子、３歳児親子…❖運動遊び❖造形遊び❖リズム遊び❖集団遊び❖季節の遊び❖保護者のグループ活動
〇幼児、小学生体育工作グラブ…❖運動遊び❖工作❖造形遊び❖リズム遊び❖集団遊び❖体力測定
〇ジュニアリーダークラブ…❖自主活動❖奉仕活動❖野外活動❖館行事の協力
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◆
泉
川
保
育
園

　

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　

親
子
遊
び
を
通
じ
て
、
子
育
て
に

つ
い
て
の
情
報
交
換
、
仲
間
づ
く
り

を
支
援
し
ま
す
。

※ 

兄
弟
姉
妹
で
申
し
込
む
場
合
は
、

１
人
ず
つ
申
し
込
み
が
必
要
。
電

話
で
の
申
し
込
み
は
不
可
。

問 

泉
川
保
育
園
・
地
域
子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー　

☎
44
‐
６
６
１
１

　

〒
792
‐
０
８
２
８　

松
原
町
11
‐
15

令
和
２
年
度 

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　

親
子
サ
ー
ク
ル
会
員
募
集

子
育
て
支
援
課　

☎
65
‐
１
２
４
２　
　

37
‐
３
８
４
４

◆
朝
日
保
育
園

　

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　

歌
や
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
、
親
子

ふ
れ
あ
い
遊
び
、
親
子
ク
ッ
キ
ン
グ
、

保
育
園
児
と
の
交
流
、
子
育
て
の
悩

み
相
談
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

問 

朝
日
保
育
園
・
地
域
子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー　

☎
33
‐
０
１
８
８

　

〒
792
‐
０
８
０
２

　

新
須
賀
町
３
‐
４
‐
５

募　集
クラス 対象生年月日 曜日 時間 募集人数

０歳児 H31. ４. ２～
R01.10.31 生 木曜日 10:00 ～

11:30
親子 12 組

程度

１歳児 H30. ４. ２～
H31. ４. １生 水曜日 10:00 ～

11:30
親子 12 組

程度

２歳児 H29. ４. ２～
H30. ４. １生 火曜日 10:00 ～

11:30
親子 12 組

程度
申込方法�　次の日時にて親子との面接を行います。詳し

くはお問い合わせください。

  ０歳児（パンダ組） ４月９日㈭ 9:30 ～ 11:30、13:30 ～ 15:30
  １歳児（ウサギ組） ４月８日㈬ 9:30 ～ 11:30、13:30 ～ 15:30
  ２歳児（コアラ組） ４月７日㈫ 9:30 ～ 11:30、13:30 ～ 15:30

募　集
クラス 対象生年月日 曜日 時間 募集人数

０歳児 H31. ４. ２～
R01.10.31 生

月曜日 
（月２回）

10:30 ～
11:30 親子 10 組

１歳児 H30. ４. ２～
H31. ４. １生

火曜日
（月２回）

10:00 ～
11:30 親子 16 組

２歳児 H29. ４. ２～
H30. ４. １生

水曜日
（月２回）

10:00 ～
11:30 親子 16 組

申込方法 　往復はがきに希望募集クラス、住所、氏名（保

護者・子ども）、ふりがな、性別、生年月日、電

話番号（携帯電話番号）、返信用住所を記入。

締め切り　４月 15 日㈬（必着）
※申し込み多数の場合は抽選とします。

　

森
林
は
、
地
球
温
暖
化
の
主
な
原

因
で
あ
る
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
し
、

生
命
に
必
要
な
酸
素
を
供
給
す
る
貴

重
な
資
源
で
す
。
一
度
焼
失
し
て
し

ま
う
と
、
回
復
す
る
に
は
長
い
年
月

と
多
く
の
労
力
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

滝の宮カントリークラブ滝の宮カントリークラブ
河北山

川口
出口 立川

池田

黒島

郷山

阿島

郷山

国道11号
線

国
領
川

大島
制限区域

　令和２年 山火事防止火気使用制限区域図

生子山

長野山

　

林
野
火
災
の
大
部
分
は
、
皆
さ
ん

の
注
意
で
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

貴
重
な
人
命
や
財
産
を
火
災
か
ら
守

る
た
め
、
林
野
で
の
火
気
の
取
り
扱

い
に
は
十
分
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

　

消
防
本
部
で
は
、
山
火
事
を
防
止

す
る
た
め
、
次
の
通
り
火
気
の
使
用

を
制
限
し
ま
す
。

▼
期
間
（
２
カ
月
間
）

３
月
１
日
㈰
～
４
月
30
日
㈭

▼
区
域

河
北
山
（
金
子
山
）、
郷
山
、

長
野
山
（
市
民
の
森
）、
生

子
山
（
煙
突
山
）

▼
制
限
事
項

　

無
届
け
の
た
き
火
・
草
焼

き
、
歩
行
中
の
喫
煙
、
た
ば

こ
の
吸
い
殻
・
マ
ッ
チ
の
す
り

か
す
の
投
げ
捨
て
な
ど
の
行

為
を
禁
止
し
ま
す
。

山
火
事
防
止
の
た
め
、
火
気
使
用
を
制
限
し
ま
す

予
防
課　

☎
65
‐
1
３
４
２　
　

34
‐
１
１
８
９

◆
３
月
・
４
月
は
「
山
火
事
防
止
月
間
」
で
す
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ひ
と
り
親
家
庭
の
自
立
を
支
援
し
ま
す

▼
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

【
対
象
者
】

◦
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て

　

い
る
か
、
同
等
の
水
準
に
あ
る
。

◦
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
の
就

　

業
経
験
、
技
能
お
よ
び
資
格
の
取

　

得
状
況
、
労
働
市
場
の
状
況
な
ど

　

か
ら
判
断
し
て
、
当
該
教
育
訓
練

　

を
受
け
る
こ
と
が
適
職
に
就
く
た

　

め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

◦
過
去
に
こ
の
給
付
金
を
受
給
し
て

　

い
な
い
。

【
対
象
講
座
】

◦
雇
用
保
険
制
度
の
一
般
教
育
訓
練

　

給
付
金
の
指
定
教
育
訓
練
講
座

◦
そ
の
他
市
長
が
対
象
と
し
て
認
め

　

る
講
座

【
支
給
額
】

受
講
費
用
の
60
％
相
当
額

（
上
限
20
万
円
、
下
限
１
万
２
千
円
）

※
受
講
開
始
日
に
お
い
て
、
雇
用
保

険
法
の
規
定
に
よ
る
一
般
教
育
訓
練

に
係
る
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
人
は
、
給
付
方
法
が
異

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

【
対
象
者
】

◦
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て

　

い
る
か
、
同
等
の
水
準
に
あ
る
。

◦
養
成
機
関
で
１
年
以
上
の
カ
リ
キ
ュ

　

ラ
ム
を
修
業
し
、
対
象
資
格
の
取

　

得
が
見
込
ま
れ
る
。

◦
就
業
ま
た
は
育
児
と
修
業
の
両
立

　

が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

◦
過
去
に
こ
の
給
付
金
を
受
給
し
て

　

い
な
い
。

【
対
象
資
格
】

　

看
護
師
・
介
護
福
祉
士
・
保
育
士
・

理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
・
そ
の

他
市
長
が
別
に
定
め
る
資
格

【
支
給
対
象
期
間
】

　

修
業
す
る
期
間
（
最
大
48
月
）。

た
だ
し
、
修
業
開
始
時
期
に
よ
っ
て

支
給
対
象
期
間
は
変
わ
り
ま
す
。

【
支
給
額
】

　

対
象
者
お
よ
び
同
一
世
帯
の
人
の

市
民
税
の
課
税
状
況
に
よ
り
支
給
額

が
異
な
り
ま
す
。

︽
非
課
税
世
帯
》 

… 

月
額
10
万
円

︽
課
税
世
帯
》 

… 

月
額
７
万
500
円

▼
高
卒
認
定
試
験
受
講
修
了
時
給
付

金
・
合
格
時
給
付
金

【
対
象
者
】

◦
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
が
、
児
童
扶

　

養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
か
、

　

同
等
の
水
準
に
あ
る
。

◦
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
の
就

　

学
経
験
、
就
業
経
験
、
技
能
お
よ

　

び
資
格
の
取
得
状
況
、
労
働
市
場

　

の
状
況
な
ど
か
ら
判
断
し
て
、
高

　

卒
認
定
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
が

　

適
職
に
就
く
た
め
に
必
要
で
あ
る

　

と
認
め
ら
れ
る
。

◦
過
去
に
こ
の
給
付
金
を
受
給
し
て

　

い
な
い
。

【
対
象
講
座
】

◦
高
卒
認
定
試
験
の
合
格
を
目
指
す

　

講
座
（
通
信
制
講
座
を
含
む
）

【
支
給
額
】

受
講
修
了
時
給
付
金
は
、
受
講
費
用

の
20
％
相
当
額

（
上
限
10
万
円
、
下
限
４
千
円
）

合
格
時
給
付
金
は
、
対
象
講
座
受
講

費
用
の
40
％
相
当
額

（
受
講
修
了
時
給
付
金
と
の
合
計
額

が
15
万
円
を
超
え
な
い
額
）

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

子
育
て
支
援
課　

　

母
子
・
父
子
自
立
支
援
員

　

☎
65
‐
１
２
４
２

　

母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
は
、
ひ

と
り
親
家
庭
の
経
済
的
自
立
支
援
や

生
活
面
の
相
談
、
母
子
父
子
寡
婦
福

祉
資
金
の
貸
し
付
け
な
ど
を
行
っ
て

い
ま
す
。

※
必
ず
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
相
談
日
時
】

　

月
・
水
・
木
・
金
曜
日
の
執
務
時

間
中
（
８
時
30
分
～
17
時
15
分
）

※ 

不
在
の
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

事
前
に
電
話
で
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
親
が
、
経
済
的
な
自
立
に
向
け
て
、
職
業
能
力
開
発
の
た

め
教
育
訓
練
講
座
を
受
講
し
た
り
、
資
格
取
得
の
た
め
養
成
機
関
で
修
業
し
た

り
す
る
場
合
、
ま
た
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
お
よ
び
児
童
が
高
等
学
校
卒
業
程

度
認
定
試
験
の
合
格
を
目
指
す
場
合
な
ど
に
給
付
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
関
係
法
令
な
ど
の
改
正
に
よ
り
支
給
額
や
支
給
期
間
な
ど
を
変
更
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

子
育
て
支
援
課　

☎
65
‐
１
２
４
２　
　

37
‐
３
８
４
４
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人
権
擁
護
課　

☎
65
‐
１
２
４
３　
　

65
‐
１
３
０
６

毎
月
11
日
は
「
人
権
の
つ
ど
い
日
」

　　

市
で
は
毎
月
11
日
を
「
人
権
の
つ

ど
い
日
」
と
定
め
、
誰
で
も
自
由
に

参
加
で
き
る
講
演
会
な
ど
を
開
催
し

て
い
ま
す
。
事
前
申
し
込
み
も
必
要

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
気
軽
に
参
加
く

だ
さ
い
。

▼
３
月
11
日
㈬
は
、
次
の
通
り
行
い

ま
す
。

場
所　

瀬
戸
会
館（
瀬
戸
町
７
番
30
号
）

時
間　

19
時
30
分
～
21
時

内 

容　

講
座
「
い
じ
め
問
題
に
つ
い

て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？
」

講 

師　

鴻
上
基
志
（
新
居
浜
市
人
権

啓
発
指
導
員
）

～
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
関
係
す
る
子
ど
も

　
　
　
　

の
自
死
事
例
を
通
し
て
～

　

２
０
１
３
年
に
い
じ
め
防
止
対
策

推
進
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
い
じ
め
に
よ
っ
て
傷
つ
き
、
自

死
に
ま
で
追
い
込
ま
れ
る
子
ど
も
が

今
も
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
そ
し
て
私

た
ち
の
生
活
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る

は
ず
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
、
い
じ
め
の
凶
器

と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。

　

い
じ
め
問
題
を
な
く
す
た
め
に
、

人
権
の
窓

私
た
ち
大
人
に
で
き
る
こ
と
は
何
か

を
一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

【
新
居
浜
市
人
権
か
る
た
】

平
成
27
年
度
作
成

ら
ラ
イ
オ
ン
も

    

ち
い
さ
な
あ
り
も   

い
の
ち
は
お
な
じ

　
　
　
　
　

   （
中
萩
小
学
校
３
年
）

【内　容】
 ・（一部）お話しと合唱
  出演　矢崎節夫（金子みすゞ記念館館長）、新居浜少年少女合唱団　
              ハモルネア　

・（二部）ピアノ演奏と合唱
  出演　高橋里奈（ピアノ）、みすゞ少年少女合唱団

・フィナーレ　みんなで歌おう　　
【司　会】　高見知佳
【曲　目】　金子みすゞの詩による童謡、歌曲集　など
【会　場】　新居浜市民文化センター（大ホール）
【入場料】　大人 2,000 円　高校生以下無料（整理券有）
問 石鎚みすゞコスモス　090-5642-7809（矢幡）

〜届けようみすゞのまなざし〜３/29 ㊐

開場 13:00

開演 13:30 ～

矢崎節夫
（童謡詩人）

金子みすゞ研究・普
及に努める。長門市
立「金子みすゞ記念
館」館長。第 12 回
赤 い 鳥 文 学 賞 の ほ
か、童謡文化賞など
を受賞。

ハモルネア 司会　高見知佳
ピアノ演奏

高橋里奈
新居浜

少年少女合唱団

みすゞ
少年少女合唱団

　金子みすゞの詩や童謡を通して、自分にも他人にもやさしい心や、
いのちへのいつくしみなど、普段何気なく過ごす日常の中の「人権」
を考えてみませんか。
　今年は金子みすゞの故郷、山口県長門市から「みすゞ少年少女合
唱団」、ピアノ演奏に高橋里奈さんを招き、本市からは「新居浜少
年少女合唱団」、「ハモルネア」が出演します。

協定締結式の様子

海
上
保
安
署
と

「
消
防
業
務
協
定
」
を
締
結
！

　

総
務
警
防
課
☎
65
‐
１
３
４
０

　
　
　
　
　
　
　

34
‐
１
１
８
９

　

新
居
浜
市
が
管
轄
す
る
沿
岸
お
よ

び
港
湾
に
お
い
て
、
船
舶
火
災
な
ど

の
消
火
活
動
や
、
水
難
事
故
な
ど
に

お
け
る
救
助
・
救
急
活
動
を
円
滑
に

行
う
こ
と
を
目
的
に
、
１
月
29
日
㈬
、

海
上
保
安
署
と
の
「
消
防
業
務
協
定
」

を
締
結
し
ま
し
た
。

　

こ
の
協
定
は
、
両
者
が
保
有
す
る

器
材
や
人
員
な
ど
を
活
用
し
、
相
互

協
力
の
も
と
活
動
を
行
う
も
の
で
す
。

特
に
、
大
島
地
区
で
災
害
が
発
生
し

た
場
合
に
、
海
上
保
安
署
の
船
舶
に

よ
る
消
火
・
救
助
・
救
急
活
動
や
、

消
防
人
員
な
ら
び
に
資
機
材
の
海
上

輸
送
協
力
の
要
請
が
可
能
と
な
る
こ

と
か
ら
、
地
域
防
災
力
の
さ
ら
な
る

向
上
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

１/29


